
第
百
五
十
六
号

議

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

ぎ
ふ
清
流
里
山
公
園
に
係
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
、
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号
）
第
九
条

の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
三
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

里
山
賑
わ
い
創
出
グ
ル
ー
プ

構
成
員

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
エ
イ
チ
・
ア
イ
・
エ
ス

美
濃
市
二
二
七
五
番
地
の
一

古
川
紙
工
株
式
会
社

二

指

定

の

期

間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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